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▼
コ
ー
ス

▼
迂
回
路

▼
㋐
〜
㋗
の
場
所
で
は
、交
通
指

導
隊
員
が
誘
導
し
ま
す
▼
午
前

９
時
か
ら
午
後
０
時
30
分
ま
で
、

コ
ー
ス
内
に
車
両
は
入
れ
ま
せ

ん
。迂う

回か
い

路
を
利
用
く
だ
さ
い

▼
指
定
駐
車
場（
中
田
中
学
校
、セ

ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
登
米
中
田
町
宝
江

店
裏
の
駐
車
場
）以
外
に
は
、車
両

を
止
め
な
い
で
く
だ
さ
い

南
方
中
学
校（
担

当
＝
高
橋
）
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消
防
本
部
は
、幼
年
期
か
ら
防

火
の
正
し
い
知
識
を
身
に
付
け
て
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ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
古
川
・
築
館
・
迫

の
三
所
合
同
に
よ
る「
障
害
者
就

職
面
接
会
」を
開
催
し
ま
す
。

９
月
26
日（
水
）午
後
１
時

30
分
〜
３
時
30
分（
受
付
開
始
＝

午
後
１
時
）

大
崎
市
古
川
総
合
体
育
館

（
大
崎
市
古
川
旭
４
―
５
―
２
）

▼
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
求
職

登
録
し
て
い
る
障
が
い
者（
未
登

録
の
人
は
、事
前
に
相
談
く
だ
さ

も
ら
う
た
め
、ド
ラ
ム
や
シ
ン
バ

ル
な
ど
の
幼
年
消
防
用
鼓
笛
隊

セ
ッ
ト
を
購
入
し
ま
し
た
。

　

購
入
に
当
た
っ
て
は
、一
般
財

団
法
人
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
の
宝

く
じ
社
会
貢
献
広
報
事
業
の
助
成

を
受
け
て
い
ま
す
。

　

鼓
笛
隊
セ
ッ
ト
は
７
月
19
日
に

石
越
幼
稚
園
に
交
付
さ
れ
、各
種

イ
ベ
ン
ト
や
防
火
思
想
の
普
及
に

活
用
さ
れ
ま
す
。

【

消
防
本
部
予
防
課

（
予
防
建
築
係
）
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市
中
学
校
駅
伝
競
走
大
会
は
、

中
田
総
合
体
育
館（
な
か
だ
ア

リ
ー
ナ
）を
ス
タ
ー
ト
・
ゴ
ー
ル
地

点
と
す
る
コ
ー
ス
で
開
催
し
ま

す
。当
日
は
、左
記
区
間
の
道
路
を

交
通
規
制
し
ま
す
の
で
、コ
ー
ス

付
近
を
通
行
す
る
場
合
は
、十
分

に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

９
月
６
日（
木
）午
前
９
時

〜
午
後
０
時
30
分
▼
女
子
＝
午
前

９
時
30
分
ス
タ
ー
ト
▼
男
子
＝
午

前
11
時
ス
タ
ー
ト

※
雨
天
決
行
。台
風
な
ど
の
悪
天

候
時
は
、９
月
７
日（
金
）に
延
期
。

登米市は自主財源を確保するため、広報とめに有料広告を掲載しています。

い
）▼
平
成
31
年
３
月
に
支
援
学

校
な
ど
を
卒
業
す
る
予
定
の
障
が

い
者

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
古

川
・
築
館
・
迫
管
内
40
社（
予
定
）

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
迫

（
求
人
・
専
門
援
助
部
門
）
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本
年
10
月
１
日
を
基
準
日
に
、

住
宅
・
土
地
統
計
調
査
を
実
施
し

ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、住
生
活
に
関

す
る
重
要
な
も
の
で
、全
国
約

３
７
０
万
世
帯
を
対
象
と
し
た
大

規
模
な
調
査
に
な
り
ま
す
。調
査

は
、対
象
と
な
っ
た
世
帯
に
統
計

調
査
員
が
訪
問
し
、調
査
書
類
を

配
布
し
ま
す
。調
査
へ
の
回
答
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ま
た
は
調
査
票

に
記
入
す
る
方
法
で
お
願
い
し
ま

す
。

企
画
部
企
画
政
策

課（
企
画
政
策
係
）
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廃
棄
物
の
不
法
投
棄
は
、私
た

ち
の
清
ら
か
な
生
活
環
境
の
破
壊

に
つ
な
が
り
、法
律
で
も
禁
止
さ

れ
て
い
ま
す
。違
反
し
た
場
合
は
、

懲
役
ま
た
は
罰
金
刑
に
処
さ
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

市
や
県
で
は
、看
板
の
設
置
や

　

本
年
３
月
５
日
か
ら
、マ
イ
ナ

ン
バ
ー
を
使
用
し
て
市
区
町
村
お

よ
び
年
金
事
務
所
の
窓
口
で
、国

民
年
金
の
加
入
手
続
き
、国
民
年

金
保
険
料
の
免
除
の
申
請
や
老
齢

基
礎
年
金
の
請
求
の
手
続
き
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
で
手
続
き
を
す

る
場
合
は
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
な
ど
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
確
認

で
き
る
書
類
、本
人
の
身
元
が
確

認
で
き
る
書
類
を
市
区
町
村
ま
た

は
、年
金
事
務
所
の
窓
口
に
提
示

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
が
困
難

な
場
合
は
、引
き
続
き
基
礎
年
金

番
号
を
使
用
し
て
各
種
手
続
き
を

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

※
国
民
年
金
保
険
料
口
座
振
替
納

付（
変
更
）申
出
書
な
ど
、一
部
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
を
使
用
で
き
な
い
手

続
き
も
あ
り
ま
す
。

▼
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル
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▼
古
川
年
金
事
務
所
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▼
市
民
生
活
部
国
保
年
金
課（
年

金
医
療
係
）

☎
０
２
２
０（
５
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巡
回
パ
ト
ロ
ー
ル
な
ど
の
実
施
に

よ
り
、不
法
投
棄
の
防
止
に
努
め

て
い
ま
す
が
、不
法
投
棄
は
な
か

な
か
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

　

こ
の
す
ば
ら
し
い
登
米
市
の

環
境
を
、子
ど
も
た
ち
に
残
す
た

め
、不
法
投
棄
を「
し
な
い
」「
さ
せ

な
い
」「
許
さ
な
い
」と
い
う
意
識

を
持
ち
、不
法
投
棄
を
根
絶
し
ま

し
ょ
う
。

市
民
生
活
部
環
境

課（
生
活
環
境
係
）
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２
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５
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